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１．あらゆる分野への参画の促進
（１）働く場における男女平等参画の促進

①「仕事と生活の調和」（ワーク・ライフ・バランス）の実現

③介護・高齢者に対する支援

 (２) 社会・地域活動への参画促進

（３）男女平等参画とメディア

２．人権が尊重される社会の形成
（１）男女平等参画を阻害する暴力への取組

①配偶者等からの暴力の防止

②性暴力・ストーカー等の防止

 (３) 仕事と家庭・地域生活の調和がとれた生活の実現

②子育てに対する支援

（３）推進体制

（２）生涯を通じた男女の健康支援

③セクシュアル・ハラスメントの防止

３．男女平等参画を推進する社会づくり
（１）教育・学習の充実

（２）普及・広報の充実
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